
広島市報号外第９号

　地方公務員法第５８条の２及び広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規定に基づき、
平成３１年度における人事行政の運営の状況及び人事委員会の業務の状況を次のとおり公表します。

Ⅰ　人事行政の運営の状況　（任命権者から報告を受けた平成３１年度における人事行
　　　　　　　　　　　　　　政の運営の状況を取りまとめ、その概要を公表するもの
　　　　　　　　　　　　　　です。）　　　　　　　　　　　　　

　１　職員の任用の状況等

　　(1)　部局別職員数
（単位:人）

　　　(注)１　「その他」は、議長、選挙管理委員会、人事委員会、代表監査委員及び農業委員会であり、以下同じです。

　　　(注)２　令和２年３月３１日現在のものです。

　　(2)　採用者数
（単位:人）

　　　(注)　平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までのものです。（以下時期等を記載していないものについて

　　　　　同じです。）

　　(3)　退職者数
（単位:人）

計

職　員
(再任用以外)

262 33 26

定
年
以
外

再任用職員
（短時間）

72 ―

 令和２年８月３１日　

平成３１年度　広島市人事行政の運営等の状況

消防長
水道事業
管理者

教育委員会 その他

水道事業
管理者

職　員
（再任用以外）

352 71

1

定
年

職　員
(再任用以外)

155

128

計

485

188

82

教育委員会

区　分 市長

98

1

1

―

再任用職員
（常勤）

56

422

再任用職員
（短時間）

59 1

59 ―

―

区　分

職　員
（再任用以外）

6,208 1,326 616 5,962

再任用職員
（常勤）

109

区　分 市長

再任用職員
（短時間）

372

3 7 88

20 47

― 302

計

14,210

消防長

162 5 626

11 14 232 2

教育委員会 その他 計

368

7 80

725

その他

274

職　員
(再任用以外)

103 7 4 74

再任用職員
（常勤）

16 2 5

市長 消防長
水道事業
管理者

159 26

59

33

82

135

4

135

再任用職員
（常勤）

29

673

1

16 2 5 ―

33

348

再任用職員
（短時間）

72 ― 29



　　(4)　職位別昇任者数
（単位:人）

　２　職員の人事評価の状況

     地方公務員法第２３条の２の規定に基づき、次に掲げる２つの方法により実施しました。

　　(1)　能力評価
　　　 　上司による評価 → 評価結果の開示・職員と上司の面談

　　(2)　業績評価
　　　　 職員本人による目標設定 → 職員と上司の面談 → 職員本人による自己申告 → 上司によ
　 　　る評価 → 評価結果の開示・職員と上司の面談

　３　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況

　　(1)　職員給与費の状況

　　  (注)　令和元年度一般会計の決算見込みによるものです。

　　(2)　平均給与月額（給料月額、諸手当）及び平均年齢

　　　(注)　平成３１年４月１日現在のものです。

　　(3)　勤務時間の状況

　　 （週３８時間４５分）

　　午前８時３０分～ 　　　午後零時～
　　午後５時１５分 　　　午後１時

　　　(注)　本庁舎及び区役所に勤務する場合のものです。

　　(4)　年次有給休暇の平均取得状況

日 ％

　　　(注)　取得率は、取得日数÷付与日数により算出しています。

1

計

8局長級 5 ―

区　分 市長 消防長
水道事業
管理者

教育委員会 その他

1

― 2

99

1821

35 5 2 1 ―

課長級 74 13 3 8 1

部長級

217

549

係長級 139 32 11 34

課長補佐級

57 52567

142 17 8 14

43

652万円

１人当たり
給与額（年額）諸　手　当 期末・勤勉手当 計

職　員　給　与　費　（　消　費　的　経　費　）

923億7,889万円

諸　手　当

530億6,245万円 159億9,081万円

計

給　　料

233億2,563万円

40歳4月

区　　　分 勤　務　時　間 休　憩　時　間

計 395

区分
平　均　給　与　月　額

平均年齢
給料月額

行政職 315,416 56,638 372,054

月曜日～金曜日

平均取得日数 取　得　率

12.2 61



　４　職員の休業の状況

　　(1)　育児休業の取得状況

　　　(注)　取得率は、平成３１年度の新たな取得者数÷平成３１年度中の新たな育児休業取得可能職員数により算出しています。

　　(2)　自己啓発等休業の取得状況

　　(3)　配偶者同行休業の取得状況

　５　職員の分限及び懲戒の状況

　　(1)　分限処分の被処分者数
（単位：人）

勤務実績がよくない場合
心身の故障の場合
職に必要な適格性を欠く場合
刑事事件に関し起訴された場合

　　(2)　懲戒処分の被処分者数
（単位：人）

　６　職員の服務の状況

　　　地方公務員法では、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行
　　に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないという服務の根本基準が示されていま
　　す。また、職員には、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守
　　る義務、職務に専念する義務、更には政治的行為の制限等に関する規定の遵守が求められています。
　　加えて、広島市職員倫理条例では、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行
　　為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的として、職員が遵守すべき
　　職務に係る倫理原則等を定めています。
　　　こうした中、平成３１年度においては、服務監理委員会の開催や全職員を対象とした公務員倫理
　　研修の実施、更には次に掲げる通達等により、職員の服務規律の確保に努めました。

副市長
参議院議員通常選挙における職員の服務規律の確保について

令和元年１１月１５日 職員の倫理の保持及び贈答等の虚礼廃止について

発信者
副市長
副市長
副市長
副市長

内　　容
不祥事の根絶と綱紀粛正の徹底について
酒酔い運転及び酒気帯び運転の根絶について
不祥事の根絶と綱紀粛正の徹底について

時　　期

―

―
148 ― 148

1人

令和元年６月２８日

令和元年６月２８日

令和元年６月２８日

停　職減　給 免　職 計
被　処　分　者　数

免　職
―

488人

計 ― 148
― ― ―

女 性 職 員

―

区　　　分 休　職

5 8 5 4

―

計 906人

平成３１年４月５日

148

22
区　　　分 戒　告

8.8%
女 性 職 員

― ―

取 得 率

区　　分 取 得 者 数

872人

区　　分 取 得 者 数

10人 5人
―

計

計 10人 5人

男 性 職 員 0人

487人 100%
1人

うち前年度からの
取 得 者

男 性 職 員

区　　分

女 性 職 員 2人 1人
計 3人 2人

取 得 者 数 うち前年度からの
取 得 者

うち前年度からの
取 得 者

男 性 職 員 34人

1人



　７　職員の退職管理の状況

　　　本市職員のうち課長級以上の職にあった者で、本市退職後２年以内に再就職した者の平成３１年
　　度（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）の再就職状況は次のとおりです。

　８　職員の研修の状況

　　　研修の実績（受講者数）
（単位：人）

　９　職員の福祉及び利益の保護の状況

　　(1)　職員互助会及び職員共済組合の事業概要

　 　　ア　市職員互助会

 　　　　(ｱ)　会員は水道局職員及び臨時職員を除く市職員であり、会員数は令和２年３月１日現在
　　　　　　２０，３９１人です。

 　　　　(ｲ)　事業内容
　　　　　　　結婚祝金・入学祝金等の給付金支給、総合文化祭、体育行事、レクリエーション行事、
　　　　　　　健康増進事業、サークル育成、鷹野橋職員会館管理運営、会員制福利厚生事業「えら
　　　　　　　べる倶楽部」、生命保険等団体取扱、積立年金、物資販売事業及び物品貸付事業

 　　　　(ｳ)　掛金率及び助成金率（令和２年３月１日現在）
 　　　　　　 掛金率（会員負担）　　　給料月額の４．０／１，０００
 　　　　　　 助成金率（事業主負担）　給料月額の１．５／１，０００

 　　　　(ｴ)　事業費は５億３，６６８万円（令和元年度決算額）であり、市の助成金は８，８７５
 　　　　　 万円です。

　 　　イ　水道局職員互助会

 　　　　(ｱ)　会員は水道局職員であり、会員数は令和２年３月１日現在７１３人です。

 　　　　(ｲ)　事業内容
　　　　　　　結婚祝金・入学祝金等の給付金支給、体育行事、レクリエーション行事、
　　　　　　　サークル育成、生命保険等団体取扱、積立年金、物品貸付事業及び会員制
　　　　　　　福利厚生事業「えらべる倶楽部」

 　　　　(ｳ)　掛金率及び助成金率（令和２年３月１日現在）
 　　　　　　 掛金率（会員負担）　　　給料月額の４．０／１，０００
 　　　　　　 助成金率（事業主負担）　給料月額の１．５／１，０００

 　　　　(ｴ)　事業費は２，１０７万円（令和元年度決算額）であり、市の助成金は３１８万円です。

　 　　ウ　職員共済組合　

 　　　　(ｱ)　組合員は市立学校教員、非常勤職員及び臨時職員を除く市職員であり、組合員数は令和
 　　　　　 ２年３月３１日現在１１，９９６人です。

205

階層別研修 能力開発型研修

1,457 2,683 169,160 1,095

自主研修

本市関係公益的法人等
国・他自治体

研修センターが実施し、又は支援する研修

計
その他団体（一般財団法人・社会福祉法人等）

職場研修 派遣研修

15人

0人
69人

再就職先区分 再就職者数
49人本市職員（再任用）

その他民間企業（株式会社） 5人

138人



 　　　　(ｲ)　事業の概要
 　　　　 　①　退職者等に対する年金の給付等に関する事務
 　　　　 　②　療養の給付や育児・介護休業手当金の給付
 　　　　 　③　組合員の臨時の支出に対する資金の貸付け

 　　　　(ｳ)　掛金率及び負担金率（令和２年３月１日現在）

 　　　　(ｴ)　事業費（貸付事業等を含む。）は２７９億５，６４９万円（令和元年度決算額）であ
  　　　　　り、市の負担金は１１８億１，５２８万円です。

 　　　　(ｵ)　事業等見直し
　　　　　　①　短期給付の掛金率・負担金率の引下げ（H31.4～）　
　　　　　　②　長期給付の掛金率・負担金率の引上げ（H31.4～）　

　　(2)　公務災害及び通勤災害の補償の状況
（単位：件）

　 公務災害
通勤災害

　　(3)　措置要求及び審査請求に係る人事委員会の勧告及び指示に対する対応状況

負担金率
（事業主負担）

138.8098／1，000

0 106
26

認　定　件　数
負　傷 疾　病 計

0 26

標準報酬月額・標準期末手当等

7.5／1，000

7.5／1，000

- -

区　分

106

掛金率
（組合員負担）

区　分

短期給付（保健・休業給付事業）
標準報酬月額・標準期末手当等

39.72／1，000

39.00／1，000

長期給付（年金給付事業）

掛金率
（組合員負担）

負担金率
（事業主負担）

区　分
標準報酬月額・標準期末手当等

99.00／1，000

措置要求に係
る勧告

- - -

審査請求に係
る指示

区　分 件数
対　応　状　況

勧告又は指示に
左記以外

従ったもの

計 132 0 132

-

短期給付（介護納付金）



Ⅱ　人事委員会の業務の状況　（人事委員会から報告を受けた平成３１年度における業
　　　　　　　　　　　　　　　務の状況を公表するものです。）

　１　職員の競争試験及び選考の状況

　  (1)　採用に係る競争試験及び選考の状況
 　　　ア　採用試験（競争試験及び公募により行う選考をいいます。以下同じです。）の実施日程

Ⅱ
種

　　　(注)　障害者対象及び技能業務職については、第３次試験を実施していません。

R2.2.2 R2.2.6

R2.2.10 ― ― R2.2.14

清掃業務員
下水関係業務員

R2.2.17
R2.2.18

― ― R2.2.28

R元.11.16
R元.11.17
R元.11.23

R元.11.29

障害者対象
(行政事務・学校事務)

R元.8.14
～

R元.9.2
R元.9.16 R元.9.27

R元.10.3
R元.10.4
R元.10.8
R元.10.9
R元.10.10

― ― R元.10.25

区　　分
申込

受付期間
第１次
試験日

第１次試験
合格発表日

第２次
試験日

第２次試験
合格発表日

第３次
試験日

最終合格
発表日

Ⅰ
種

行政事務
社会福祉

心理
土木
建築
電気
機械
化学

農芸化学
造園
園芸
林業
水産
獣医師
保健師
消防

R元.5.20
～

R元.6.3
R元.6.23 R元.6.28

R元.7.8
～

R元.7.19

保育士

R元.8.14
～

R元.9.2
R元.9.29

R元.10.4

職務経験者対象
（行政事務・土木・建

築・電気・機械）

R元.10.11
R元.10.20
R元.10.22
R元.10.27

食肉技術員

R2.1.7
～

R2.1.20

R元.7.26
R元.8.7

～
R元.8.23

R元.8.30

R元.10.25
R元.11.5
R元.11.6

R元.11.15

R元.11.1

R元.10.11
～

R元.10.16

行政事務
土木

学校事務
消防

R元.10.17
～

R元.10.25

技
能
業
務
職

R元.11.8
～

R元.11.21
R元.11.29

R元.11.1



　 　　イ　採用試験の実施結果

　　　(注)１　障害者対象及び技能業務職については、第３次試験を実施していないため、第２次試験の結果を第３次試験の欄に

　　　　　　記載しています。　　

　　　(注)２　最終競争倍率は、第１次試験の受験者数を最終合格者数で除したものです。

　 　　ウ　採用選考の実施状況
（単位:人）

第３次試験

合格者

9.5
合　計 2,598 2,141 1,032 877 591 685 430 5.0

小計 88 76 29 - - 26 8

14.0
下水関係業務員 60 54 18 - - 15 6 9.0

4.9
技
能
業
務
職

食肉技術員 10 8 5 - - 5 1 8.0
清掃業務員 18 14 6 - - 6 1

5.2
学校事務 10 9 4 - - 4 1 9.0

障
害
者
対
象

行政事務 170 156 90 - - 88 30

小計 180 165 94 - - 92 31

2 1.5
小計 311 229 109 107 53 50 34 6.7

2.3
電気 5 4 3 3 3 2 1 4.0

9.6
土木 9 7 4 4 4 4 4 1.8

職
務
経
験
者
対
象

行政事務 278 201 90 88 36 36 21

建築 15 14 9 9 7 6 6

機械 4 3 3 3 3 2

2.9
8.6

小計 808 665 229 222 144 136 91 7.3
消防 666 540 156 151 98 90 63

6.0
土木 10 9 9 8 6 6 4 2.3

Ⅱ
種

行政事務 99 90 39 38 24 24 15

学校事務 33 26 25 25 16 16 9

266
4.8保育士 206 195 105 104 70 69 41
3.8小計 1,211 1,006 571

4.2
消防 75 59 15 14 10 10 5 11.8
保健師 47 42 21 21 14 13 10

1.0
獣医師 4 3 3 3 2 1 1 3.0
水産 1 1 1 1 1 1 1

3.5
林業 4 3 0 - - - - -
園芸 9 7 5 5 2 2 2

4.5
造園 4 3 3 2 1 1 1 3.0

農芸化学 10 9 9 9 4 4 2

2.2
化学 29 24 15 15 10 10 5 4.8
機械 16 13 10 10 9 9 6

1.9
電気 12 7 4 4 4 4 3 2.3
建築 21 17 16 14 14 14 9

12.0
土木 59 46 38 36 34 34 31 1.5

1

4.0
社会福祉 26 23 18 17 15 14 12 1.9

136

受験者

Ⅰ
種

行政事務 673 542 303 288 202 193

心理 15 12 5 5 2 2

394 381548

（単位:人）

区　　分 申込者
第１次試験 第２次試験 最終競争

倍率(倍)
受験者 合格者 受験者 合格者

教育委員会 合　計

局長級 1 0 0 1

区　分 市長 消防長

課長級 2 0 1 3

部長級 0 0 0 0

係長級 3 0 0 3

課長補佐級 3 0 0 3

合　計 10 0 3 13

係員 1 0 2 3



　  (2)　昇任に係る選考の状況
（単位:人）

　２　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

　  　令和元年９月１３日に、市議会及び市長に対し、報告及び勧告を行いました。その概要は次のと
　　おりです。

　  (1)　報告の概要
　　　 ア　公民較差

　 　　イ　給与の改定
        （ｱ） 本市職員の給与と民間給与の較差が１７７円（０．０５％）と小さく、おおむね均衡し
            ていることから、本委員会では、本市職員の給料表又は諸手当の改定を見送ることが適当
            であると判断した。
        （ｲ） 本市職員の期末・勤勉手当の年間支給割合が民間における特別給の年間支給割合を
            ０．０３月分下回っており、本委員会では、０．０５月単位で改定の勧告を行ってきてい
            ることから、民間における支給状況に見合うよう、本市職員の期末・勤勉手当の年間支給
            割合を０．０５月分引き上げることが適当であると判断した。

 　　  ウ　その他の言及事項
　       　年々複雑化・高度化する市政へのニーズに的確に対応するため、限られた人員と財源の下　 　　　　 
         で柔軟かつ能率的な市政運営を行える体制の構築が不可欠である。そして、任命権者、管理
         監督者、職員一人一人が、それぞれの立場で高い士気と倫理観を持ちつつ、その意欲・能力
         を最大限に発揮し、連携しながら職務を遂行していくことが求められる。
        （ｱ）勤務環境の整備等
          　①　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
          　②　長時間勤務の是正
　        　③　メンタルヘルス対策の推進
            ④　ハラスメントの防止
        （ｲ) コンプライアンスの推進

                  （ｳ）人材の育成・活用
                  （ｴ）定年の引上げへの対応

　　(2)　勧告の概要
　　　 ア　給料表又は諸手当
           期末・勤勉手当の年間支給割合を０．０５月分引き上げること。

       イ　改定の実施時期
　　　　　 この改定は、この勧告を実施するための条例の公布の日から実施すること。

部長級 25 7 2 0 4 38

合　計

消防長 その他 合計

局長級 4 0 0

係長級 169 26 21 10 3

区　分 市長

課長補佐級

383,727円 177円　（0.05％）

376 62 44 29 14 525

民間給与

123 13 14 14 4

84

168

2 60

水道事業
管理者

教育委員会

229

1

本市職員の給与 較　差

課長級 55 16 7 5

383,904円



　３　職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

     ※ 措置の要求とは
        職員の勤務条件に関する措置の要求の制度とは、地方公務員法第４６条の規定に基づき、職員
      が給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、地方公共団体の当局により適
      切な措置が執られるべきことを要求することができる制度です。

　４　職員の不利益処分に関する審査請求の状況
（単位:件）

     ※ 審査請求とは
        職員の不利益処分に関する審査請求の制度とは、地方公務員法第４９条の２の規定に基づき、
      任命権者によって懲戒処分その他の不利益処分を受けた職員が、人事委員会に対して、その処分
      の取消し等を請求することができる制度です。   

（単位:件）
係属件数 処理件数

翌年度へ
の繰越し

(Ａ)－(Ｂ)

前年度
からの
繰越し

新規
要求

計
(Ａ)

却下
一部却下
一部否認

全部
否認

一部
容認

全部
容認

取下げ
計

(Ｂ)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

係属件数 処理件数
翌年度へ
の繰越し

(Ａ)－(Ｂ)

前年度
からの
繰越し

新　規
申立て

計
(Ａ)

却下
処分
承認

処分
修正

処分
取消

取下げ

0 0 0 0 0 0 00

計
(Ｂ)

0 0

0 0


